
日 薬 業 発 第 67 号 

 令和３年６月２日 

都道府県薬剤師会会長 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  山 本 信 夫 

 （ 会 長 印 省 略 ） 

 

 

令和３年８月からの介護保険制度の見直しに係る周知への協力依頼について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省老健局長より、別添のとおり通知がありました

ので、お知らせ致します。 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第 97 号）等に基づ

き、令和３年８月１日より、高額介護（予防）サービス費の負担限度額及び補足

給付における食費の見直しが施行されます。 

厚生労働省及び各自治体においては、当該見直しの趣旨、内容等をご説明する

ためのポスターを配布するとともに、リーフレット等も活用し、周知を進めてい

るところです。これらの取り組みに加え、介護サービス事業所等でポスターの掲

示及びリーフレットの配布について協力依頼が参りました。 

ポスター及びリーフレットについては、厚生労働省ホームページに掲載され

ておりますので、介護保険サービス利用者等に対して新制度について御説明す

る際にご活用いただきますようお願いいたします。 

つきましては、貴会会員に周知いただくなど、貴会活動にご活用くださいます

ようご案内申し上げます。 

  

※ポスター・リーフレット掲載場所：（厚生労働省ホームページ）ホーム > 政

策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 重

要なお知らせ 

・介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わりま

す（周知用 ポスター） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf 

・食費の負担 限度額が変わります（周知用 リーフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf 

・高額介護サービス費の負担限度額が変わります（周知用 リーフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf 

 

 



 

      老発０５２８第４号 

令 和 ３ 年 ５ 月 2 8 日 

 

 

公益社団法人 日本薬剤師会 

  会長 山本 信夫  様 

厚生労働省老健局長   

  （ 公 印 省 略 ）   

 

課  

令和３年８月からの介護保険制度の見直しに係る周知への協力依頼について 

 

 厚生労働行政については、平素から多大な御理解及び御協力をいただき、厚くお礼

申し上げます。 

 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第 97号）等に基づき、令和３

年８月１日より、高額介護（予防）サービス費の負担限度額及び補足給付における食費の

見直しが施行されます。 

 当該見直しの趣旨、内容等については、利用者の方々に御理解をいただくことが重要で

あることから、厚生労働省及び各自治体においては、これらの内容を御説明するためのポ

スターを配布するとともに、リーフレット等も活用し、関係者の皆様の御協力を得ながら、

様々な場所での周知を進めているところです。 

 こうした取組に加え、利用者が訪れる機会の多いと考えられる介護サービス事業所等で

ポスターの掲示及びリーフレットの配布をお願いしたいと考えておりますので、貴団体の

御協力をお願い申し上げます（ポスターにつきましては、各自治体から介護サービス事

業所等へ配布いただく予定です）。 

 本件につきまして、何卒、貴団体の御高配を賜りますとともに、会員各位に対して

周知してくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、ポスター及びリーフレットについては、厚生労働省ホームページ（※）にも掲載

しておりますので、介護保険サービス利用者等に対して新制度について御説明する際に御

活用いただきますようお願いいたします。 

 ※ ポスター・リーフレット掲載場所：（厚生労働省ホームページ）ホーム > 政策につ

いて > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 重要なお知らせ 

  ・介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります。 

   （周知用ポスター） 

     https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf 

  ・食費の負担限度額が変わります（周知用リーフレット） 

    https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf 

  ・高額介護サービス費の負担限度額が変わります（周知用リーフレット）  

    https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf


② 毎月の負担上限額（高額介護サービス費）が変わります。

  　介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約 770 万円以上の 65 歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が以下のとおり変わります。

① 介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。

食費の負担限度額
の見直し

※年金収入等＝公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額

※上記以外の市町村民税非課税世帯の方等の負担上限額に変更はありません。

補足給付の預貯金

要件の見直し

介護保険施設における食費・居住費と

高額介護サービス費の負担限度額が

高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、

負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方

に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。

課税所得 690 万円（年収約 1,160 万円）以上 １４０，１００円（世帯）

９３，０００円（世帯）

新 

設
課税所得 380 万円（年収約 770 万円）～ 課税所得 690 万円

（年収約 1,160 万円）未満

1,360 円 1,300 円

600 円

1,000 円

施 設 入 所 者

390円 

650円 

390円 

650円 

390円 

650円 

650円 650円 

補足給付の対象ではない方 ※

見直し後（R3.8月～）見直し後（R3.8月～） R3.7月までR3.7月まで

ショートステ イ 利 用 者

R3.7月まで

年金収入等※80万円以下（第２段階） 単身 650万円、夫婦 1,650万円

単身 550万円、夫婦 1,550万円

単身 500万円、夫婦 1,500万円

単身 1,000万円

夫婦 2,000万円

年金収入等 80万円超120万円以下（第3段階①）

年金収入等 120万円超（第3段階②）

年金収入等※80万円以下（第２段階）

年金収入等 80万円超120万円以下（第3段階①）

年金収入等 120万円超（第3段階②）

見直し後（R3.8月～）

ご負担いただく額は、施設と利用者
の契約により決められています。

ご負担いただく額は、施設と利用者
の契約により決められています。

※食事の提供に要する平均的な費用の額（基準費用額）は、1,392円→1,445円（日額）に変わります。

（注）居住費の負担限度額は、変更ありません。また、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等（第１段階）の負担限度

　　額は、食費・居住費ともに変更ありません。



○介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）

　やショートステイを利用する方の食費・居住費については、　低所得の方への助成（補足給付）

　を行っています。

　※補足給付は、世帯全員（別世帯の配偶者を含みます）が市町村民税非課税の場合が対象です。

○令和３年８月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図

　る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

令和３年

８月1
日

から

どのような改正がおこなわれるのですか？

①認定要件である預貯金額が、以下のとおり変わります。

なお、今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも、預貯金額が減少して、認定要件を満たす

こととなった場合には、申請により負担軽減の対象となります。

介護保険施設における

負担限度額が変わります

1,360 円 1,300 円

600 円

1,000 円

施 設 入 所 者

390円 

650円 

390円 

650円 

390円 

650円 

650円 650円 

補足給付の対象ではない方 ※

見直し後（R3.8月～）見直し後（R3.8月～） R3.7月までR3.7月まで

ショートステ イ 利 用 者

R3.7月まで

年金収入等※80万円以下（第２段階） 単身 650万円、夫婦1,650万円

単身 550万円、夫婦1,550万円

単身 500万円、夫婦1,500万円

単身 1,000万円

夫婦 2,000万円

年金収入等 80万円超120万円以下（第3段階①）

年金収入等 120万円超（第3段階②）

年金収入等※80万円以下（第２段階）

年金収入等 80万円超120万円以下（第3段階①）

年金収入等 120万円超（第3段階②）

見直し後（R3.8月～）

※公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額。

※食事の提供に要する平均的な費用の額（基準費用額）は、1,392円→1,445円（日額）に変わります。

（注）生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等（第1段階）の負担限度額は、食費・居住費ともに変更

　　ありません。

②介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費（日額）の負担限度額が変わります。

　なお、居住費の負担限度額は、変更ありません。

ご負担いただく額は、施設と利用者
の契約により決められています。

ご負担いただく額は、施設と利用者
の契約により決められています。






